
平
成
二
十
年
一
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

三

二

号

外
務
省
に
お
け
る
裏
金
組
織
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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外
務
省
に
お
け
る
裏
金
組
織
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
六
五
号
）
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

講
談
社
発
行
の
「
現
代
」
二
〇
〇
六
年
七
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
佐
藤
優
起
訴
休
職
外
務
事
務
官
が
執
筆
し
た
「
官
房

長
よ
、
私
と
対
決
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
か

外
務
省
『
犯
罪
白
書
』
二

公
金
に
タ
カ
る
官
僚
た
ち
」
と
い
う
見
出
し
の
論
文

（
以
下
、
「
佐
藤
論
文
」
と
い
う
。
）
で
触
れ
て
い
る
、
ま
た
こ
れ
ま
で
の
答
弁
書
で
外
務
省
が
再
三
「
そ
の
存
在
は
確
認

さ
れ
て
い
な
い
」
旨
答
弁
し
て
き
た
、
一
九
八
八
年
頃
ま
で
在
モ
ス
ク
ワ
日
本
大
使
館
で
存
在
す
る
と
言
わ
れ
て
き
た
、
任

国
の
法
令
に
違
反
す
る
形
で
大
使
館
員
の
私
用
車
を
ル
ー
ブ
ル
で
売
却
し
、
外
貨
に
換
金
す
る
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
な
る

裏
金
組
織
に
つ
い
て
、
外
務
省
は
「
政
府
答
弁
書
」
で
「
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
二
月
十
日
内
閣
衆
質
一
六
四
第
三
六

号
）
の
一
に
つ
い
て
、
四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て
及
び
七
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
在
モ
ス
ク
ワ
日
本
国
大
使
館
に
お

け
る
裏
金
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
提
出
質
問
第
一
四
号
）
が
提
出
さ
れ
て
以
降
、
外
務
省

と
し
て
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り
等
の
調
査
を
行
っ
た
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
右
答
弁
に
あ
る
「
関
係
者
」
と
は
誰

か
。
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
の
聞
き
取
り
等
の
調
査
（
以
下
、
「
調
査
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
っ
た
「
関
係
者
」
の
官

職
氏
名
を
全
て
挙
げ
ら
れ
た
い
。

一



二

「
調
査
」
と
は
、
聞
き
取
り
以
外
に
ど
の
様
な
方
法
で
行
わ
れ
た
の
か
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

三

「
調
査
」
を
行
っ
た
人
物
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
調
査
」
に
対
し
て
一
の
「
関
係
者
」
は
ど
の
様
な
回
答
を
し
た
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
具
体
的
な
回
答
内
容
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

五

一
の
「
関
係
者
」
の
中
に
、
「
佐
藤
論
文
」
を
執
筆
し
た
佐
藤
優
氏
は
含
ま
れ
て
い
る
か
。

六

五
で
、
佐
藤
氏
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。
佐
藤
氏
は
「
佐
藤
論
文
」
の
様
に
、
起

訴
休
職
中
と
は
言
え
現
職
の
外
務
省
職
員
で
あ
る
こ
と
を
顧
み
ず
に
実
名
を
挙
げ
て
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
の
詳
細
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
佐
藤
氏
が
「
調
査
」
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

五
で
、
佐
藤
氏
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
な
ら
ば
、
改
め
て
佐
藤
氏
に
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
に
つ
い
て
外
務
省
は
聞
き
取

り
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
は
佐
藤
氏
に
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
に
つ
い
て
話
を
聞
く
考
え
は
あ
る
か
。

八

「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
に
つ
い
て
の
真
相
が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
、
外
務
省
と
し
て
「
調
査
」
を
続
け
る
考
え
は
あ
る

か
。
そ
れ
と
も
、
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
の
真
相
が
う
や
む
や
な
ま
ま
で
闇
に
葬
る
考
え
か
。

右
質
問
す
る
。

二


